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「宮城県民会館及び宮城県民間非営利活動プラザの集約・複合化事業」及び「大崎

地区（東部ブロック）職業教育拠点校整備事業」に係る大規模事業評価について（答申） 

 

令和３年６月８日付け総政第２５号で諮問のありましたこのことについて，行政評価委

員会条例第６条第１項第２号及び同条第７項の規定により，大規模事業評価部会で審議し

た結果を別紙１及び別紙２のとおり答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案

資料７



（別紙１） 

 

宮城県民会館及び宮城県民間非営利活動プラザの集約・複合化事業については，行政活

動の評価に関する条例第５条第１項に基づく書面（評価調書）をもとに，事業の必要性，

有効性，適時性及び効率性等，同条例施行規則第１７条第１項に定める基準に従い審議し

た結果，事業を実施することは妥当と認めます。 

なお，同条例第１０条第１項に基づく書面（評価書）の作成及び事業の具体化に当たっ

ては，下記に掲げる事項について更に検討を行い，その結果を適切に反映させることを求

めます。 

 

記 

１ 事業推進に当たっては，仙台市のまちづくりにも配慮し，引き続き県民に分かりやす

く説明するように努めること。 

２ 施設利用者のニーズを把握し，集約・複合化による新たな活動の展開を見据えた事業

の実施に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

 

大崎地区（東部ブロック）職業教育拠点校整備事業については，行政活動の評価に関す

る条例第５条第１項に基づく書面（評価調書）をもとに，事業の必要性，有効性，適時性

及び効率性等，同条例施行規則第１７条第１項に定める基準に従い審議した結果，事業を

実施することは妥当と認めます。 

なお，同条例第１０条第１項に基づく書面（評価書）の作成及び事業の具体化に当たっ

ては，下記に掲げる事項について更に検討を行い，その結果を適切に反映させることを求

めます。 

 

記 

１ 再編統合により閉校となる校舎の利活用方法について検討すること。 

 




